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【本稿の概要、考察】

　本判決は、「低い圧力」というクレーム文言、及び、「発泡性」というクレーム文言に関する発明の詳細
な説明中の「小さい気泡」という程度を表わす文言の明確性要件が問題となり、何れも明確性要件を認め
た判決である。
　本判決は、発明の課題を解決できるか否かという観点から当業者がその範囲を理解可能であるならば
その範囲として明確であり、被告製品がその範囲に含まれる限り充足性が認められるという、近時の他
の裁判例群と平仄が合っていると考えられる。
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≪大阪地方裁判所≫
特許権侵害差止等請求事件

（「シリコーン・ベースの界面活性剤を含むアルコール含有量の高い発泡性組成物」事件－「『低い圧力』で空気を
混合させるときに『発泡性』」という“程度を表わすクレーム文言”について、明確性要件を認めた事例。）［上］（全２回）

−平成29年（ワ）第9201号、令和元年６月20日判決言渡（杉浦裁判長）−



特 許 ニ ュ ー ス（　　　）（第三種郵便物認可）2 令和元年（2019年）８月19日（月曜日）

　このように、現在の日本の特許裁判実務では、“程度を表わすクレーム文言”、“機能的クレーム”、“効
果のクレームアップ”、“使途を特定した物の発明”などが裁判所において発明特定事項として認められ、
有効（新規性・進歩性あり）とされていることから、（米国、欧州の特許実務とは異なるかもしれないが、）
このようなクレーム態様を活用することも、考慮する価値があると思われる。

【特許請求の範囲、本判決の概要】

１．特許請求の範囲（【請求項１】）
　「１Ａ　発泡性アルコール組成物であって、低い圧力で空気と混合されるときに発泡性であり、下記の

成分；
　１Ｂ　ａ）全組成物の少なくとも40%v/vの量で存在する、Ｃ１－４アルコール又はその混合物；
　１Ｃ　ｂ）全組成物の0.01重量％〜10.0重量％の量で存在する、発泡のための、シリコーン骨格を含有

する親油性鎖を含む生理的に許容されるシリコーン・ベースの界面活性剤を含む発泡剤であって、bis
－PEG－[10－20]ジメチコーン、又はbis－PEG－[10－20]ジメチコーンの混合物であり、組成物を空
気と混合するディスペンサーポンプを有する無加圧ディスペンサーから分配されるときに、該発泡性
アルコール組成物が空気と混合されて泡が形成される発泡剤；及び

　１Ｄ　ｃ）全組成物を100重量％とする量で存在する水を含む
　１Ａ　発泡性アルコール組成物。」
２．本判決の判旨抜粋（明確性要件及びこれが争点となった構成要件に関する充足論の判示部分。充足

論における特許発明の技術的範囲論は、明確性要件判断における発明の要旨認定を引用しており、無
効論と充足論における発明の統一的解釈がなされている。）
＜「明確性要件違反」の判断基準（一般論）＞
３（１）　特許法36条６項２号の趣旨は、特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合に、特許

の付与された発明の技術的範囲が不明確となることにより生じ得る第三者の不測の不利益を防止す
ることにある。そこで、特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載
のみならず、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願時における技術
的常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であ
るか否かという観点から判断すべきものと解される。

＜①「発泡性」の明確性要件＞
　３（２）　「発泡性」について

ア　証拠（甲37）及び弁論の全趣旨によれば、泡には、形態的に区別される気泡と泡沫とがあり、
気泡は、気体が液体又は固体に包まれた状態を指し、ただ１つの界面を有するのに対し、泡沫は、
気泡が多数集まって薄膜を隔てて密接に存在し、２つの界面を有するものであることは、親出願
の出願日当時における当業者の技術常識であったと認められる。

他方、本件明細書には、本件各発明に係る「泡」に関し、「本明細書で用いられる「泡」は、混
合されて、可変長の時間持続する構造を有する小さい気泡のマスを形成する液体及び気体を意味
する。」（【0036】）、「気泡は、液体のフィルムで取り囲まれた気体のセルである。」（【0037】）との定
義が記載されている。また、本件各発明の発泡性組成物の作用効果に関しては、本件各発明の組
成物は、発泡性であるために、適用された部分に留まることができる（【0015】）とともに、表面上
に容易に広がる泡として分配できる（【0018】）ものであること、空気と混合されるときに安定な泡
を与え、この泡は、個人的洗浄用又は消毒目的のために使用でき、例えばユーザーが両手をこすっ
たとき又は表面上に塗布されたときに壊れること（【0041】）、消毒に適する組成物が40％ v/vより
多量のアルコールを含有するようにされており、かつ、低圧容器及びエアゾール包装容器の両者


